
東海鉄事の乗務員職場では、勤務終了後入浴を認めていません。許可を得れば

シャワーは使用できるようにはなっています。とりわけ、暑い夏など汗をかいて、

ひと風呂浴びて帰りたいと思っても許可をもらわなければいけないなんて、国鉄

時代から勤務終了後に風呂をはいるのは当たり前だったのに！

職場では「乗務員ばかりイジメにあっている。」「役員報酬減らしてから、協力

してください」と言うならまだましだが、それも無し！！乗務員を大切にしない

会社の姿勢は許せません。

私たちＪＲ東海労は、職場の意見に耳を傾け、労働条件の改善に向け闘います。

ＪＲ東海労なごや
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